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学習者用端末の家庭でのネットワークへの接続について 

 保護者の皆様には、平素より本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうご

ざいます。学習者用端末貸付依頼書のご提出ありがとうございました。 

 さて、学習者用端末をオンライン学習等で家庭に持ち帰った際、（本校は５月６日に持ち

帰り、５月７日の 10:50～11:30 に接続テストを実施します）インターネットに接続するた

めの操作が必要となります。一度設定すれば、利用する学習者用端末が変更にならない限

り、電源を切っても再度設定する必要はありません。 

お手数をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

記 

１ 操作前に準備していただくもの 

・ 学習者用端末（５月６日に持ち帰ります） 

・ 家庭のインターネット通信環境に接続するために必要なＳＳＩＤ（Wi-Fi の名前）

およびパスワード（多くはご家庭のルータに記載されています） 

・ 学校から通知済のお子様の個人ＩＤアカウントおよびパスワード（生徒に配布済み） 

※ 学校よりお渡ししたモバイルルータを使用される場合は、すでにインターネット通 

信できる状態ですので、設定の必要はありません。 

 

２ 操作方法 

・ 別紙「インターネットにつなげる方法」をご確認ください。 


